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思いやりのある子ども 田村市立船引小学校

よく考えてしっかり学ぶ子ども 発行責任者

進んでからだをきたえる子ども 校 長 有賀 仁一

「新しい生活様式」の実践！

４２日ぶりに全学年児童が戻ってきました！
～ 感染症対策を徹底して、遅れた教育活動の挽回！ ～

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために発出された緊急事

態宣言に基づき、４月１６日から学校の臨時休業措置が取られてきました。途中、様々な動きは

ありましたが、１日、やっと全学年そろっての通常の教育活動を再開できました。

この日、ＴＶ放送による全校集会がありました。まずは、効果のある薬剤が開発されるまで、

「新しい生活様式」を徹底し、新型コロナウイルスに感染しない・感染させないように努めよう

という話をしました。「新しい生活様式」には、様々な取り組みがありますが、まず、学校です

べきことは、「感染防止３つの基本」を徹底することです。具体的には、「①人との間隔は最低１

ｍ以上空ける」「②基本的にマスクを着用する」「③手洗いを毎日何度も行う」ということです。

子どもたちが下校した後、先生方でかな

りの時間消毒作業を行っていますが、限界 ２月２７日（木）首相臨時休校要請（～春休み）

があります。大切なことは「ウイルスを体 ３月 ４日（水）臨時休業（～１９） １２日間

内に入れないこと」、たとえ手についたと ３月２３日（月）卒業式挙行

しても石鹸で洗い流すことです。マスクを

することとともに徹底させていきます。 ４月 ６日（月）入学式挙行

ご家庭においても、同じ歩調でお取り組 ４月１６日（木）緊急事態宣言（～５／６）

みいただければ幸いです。また、毎朝の検 ４月２１日（火）臨時休業（～５／６） ８日間

温は必ずお願いします。集団感染を防ぐた ５月 ４日（月）緊急事態宣言延長（～３１）

めに、熱がある場合には絶対に無理をさせ ５月 ７日（木）一斉登校日

ないでくださるようお願いいたします。 ５月 ８日（金）臨時休業延長（～１５）６日間

これからは「新しい生活様式」を「常識」 ５月１４日（木）緊急事態宣言解除

とした学校生活を定着させていきます。 ５月１８日（月）分散登校（４校時限）

月水金：１・６年・にこすく

火 木：２～５年

５月２５日（月）緊急事態解除宣言（全都道府県）

５月２５日（月）分散登校（５校時限）

１・６年・にこすく ４日間

２～５年 ６日間

６月 １日（月）一斉登校（通常時程）

※ 右側の「〇日間」は、休業日数。最大２０日間の休業日でした。

船引小学校だより



「ふりむけば時計」！
時間を意識して行動できる子に！

～ 国際ロータリー第２５３０地区県中分区様より寄贈いただきました！ ～

このたび、本校元ＰＴＡ会長白岩薫様を通して、昨年１０月の台

風１９号被災地支援の一環として、直径５０ cm もある大型掛け時計
２０基を寄贈いただきました。校舎内各階東西通路と階段踊り場等

を中心に設置していただきました。お陰様で、校舎内どこにいても

ふりむけば必ずどこかに時計が見える環境が整いました。

どの社会においても「時間を守る」というのは「常識」です。そ

の意味で、子どものうちから「時計を見て行動する」という習慣を

身に付けさせてあげることはたいへん大切なことであると考えています。これまで「時間を守り

ましょう！」と指導しながら、校舎内の一部では、時計が見えず、今何時かが分からない状態に

ありました。それが、今回ほぼ解決されました。本当にありがたい贈り物です。今後、さらに時

間を意識した行動を指導するとともに、それができる子が増えていくことを楽しみにしています。

新型コロナウイルス感染症予防対策と今後の教育活動
～ 市教委はじめ関係機関との連携並びに家庭のご協力をいただきながら！ ～

このことについては、５月２７日付「通常の教育活動再開について」と、

６月１日付「新しい生活様式に基づくこれからの学校生活について」でも、

お知らせしたところですが、以下、追加情報としてお知らせします。

「スクールバス」：これまで密を防ぐことを目的に、可能なご家庭には自家

用車での送迎をお願いしてきましたが、さらに徹底するため、石森・春山方

面は現在各２台ずつで運行しています。今泉方面は、乗車人数を減らすため

に２回に分けてのピストン運行を行っています。当面７月いっぱいの措置と

して市教委からご配慮いただいています。

「通学路」：東部台方面は、学校前横断歩道での密を

避けるため、道路西側を登校する児童は横断歩道を渡らず、歩道橋を渡

るように変更し、子どもたちに指導しました。

「日課表」：高学年児童は約８時間在校しています。密な時間を減らすた

めに、昼休みや休み時間の短縮、４０分授業の６校時実施によって、下

校時刻を早める検討をしています。さらに低学年との日課をずらすことによって、休み時間の密

を防ぐ工夫を考えています。いくつかの課題が解決し、実施の見通し

がたちましたら、お知らせして実行していきたいと考えています。

「夏休みと教育活動」：現在、市教委で検討中ですが、一定期間、夏休

みを短縮して授業を行い、学習の遅れを取り戻す取り組みがなされる

ことは確実です。この間においては、学校内における学習を基本とし、

バスに乗って校外に出るような活動は行いません。６年の修学旅行は

１０月に、５年の宿泊学習は２月に延期します。４年の宿泊学習は計画通りの９月に実施する予

定です。校外学習は、１・３年が９月、２年が１１月に実施する予定です。

「授業参観日」：７月も中止とさせていただきます。子どもたちの学校生活の様子や担任の顔を

お見せできないのはたいへん心苦しいのですが、児童と共に多数の保護者の皆様が校舎内に集う

状況は、まだとることができません。どうかご理解ください。

「特設部活動」：８日から、各部の計画に基づいて感染症対策を取りながら活動を開始します。

現在、中止が決定した大会や開催を検討している大会もあり、目標をもたせにくいのですが、前

向きに取り組めるような指導に努めていきたいと考えています。なお、今年度から開催予定の６

年生が参加する「田村地区小学校陸上競技大会」は、開催する方向で準備が進められています。


